
　
去
る
７
月
�
日

に
実
施
さ
れ
た
参

議
院
議
員
選
挙
の

結
果
、
自
公
の
政

権
与
党
が
大
勝
し

た
。
今
回
の
選
挙

結
果
は
自
公
政
権

と
な
っ
て
か
ら
６

カ
月
を
経
過
す
る
間
、
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
と
い
わ
れ
る
経
済

政
策
が
矢
継
ぎ
早
に
実
施
さ

れ
た
後
に
行
わ
れ
た
だ
け

に
、
安
倍
政
権
支
持
の
表
れ

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
も

頷
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ

う
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
選
挙

に
よ
り
、
参
議
院
の
議
席
数

は
、
自
民
党
が
非
改
選
と
合

わ
せ
て
１
１
５
、
自
公
を
合

わ
せ
る
と
１
３
５
と
な
り
、

「
ね
じ
れ
国
会
」
は
解
消
さ

れ
、
「
決
め
ら
れ
る
政
治
」

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
本
連
盟
は
、
こ
の
よ
う
な

国
政
状
況
を
踏
ま
え
て
、
よ

り
い
っ
そ
う
的
確
な
活
動
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
税
政

連
の
活
動
は
、
納
税
者
に
最

も
身
近
な
税
制
改
正
に
お
い

て
も
、
税
理
士
法
の
改
正
要

望
に
お
い
て
も
、
何
も
税
理

士
業
界
を
利
す
る
と
い
っ
た

偏
狭
な
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
と
税
法
や
税

理
士
法
の
改
正
の
場
合
に

は
、
国
民
各
層
、
と
り
わ
け

立
法
府
の
理
解
と
賛
同
を
得

ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
改
正

は
実
現
し
な
い
。こ
の
た
め
、

本
連
盟
は
、
参
議
院
議
員
選

挙
に
よ
り
新
布
陣
と
な
っ
た

関
係
国
会
議
員
に
対
し
て
、

臨
時
国
会
の
最
終
日
（
８
月

７
日
）
に
、税
制
・税
理
士
法

改
正
に
つ
い
て
一
斉
に
陳
情

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
税
制
改
正
で
は
、
特
に
、

「
土
地
建
物
等
の
譲
渡
所
得

の
損
益
通
算
」
は
、
土
地
建

物
の
売
買
の
活
発
化
を
誘
因

し
、
経
済
の
活
性
化
に
も
つ

な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
、
議
員
の
理
解
を
求

め
た
。

　
次
に
、
当
面
の
最
大
の
課

題
で
あ
る
税
理
士
法
改
正
に

つ
い
て
は
、
業
際
問
題
と
し

て
矮
小
化
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
将
来
に
わ
た
る
納
税

環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
の

制
度
問
題
で
あ
る
こ
と
に
理

解
を
求
め
た
。

　
ち
な
み
に
、
税
理
士
法
改

正
は
、
閣
議
決
定
に
よ
る
平

成
�
年
度
税
制
改
正
大
綱
に

「
検
討
事
項
」
と
し
て
明
記

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
自
公
に
よ
る
平
成
�

年
度
税
制
改
正
大
綱
の
「
検

討
事
項
」
に
お
い
て
、
「
関

係
者
等
の
意
見
を
考
慮
し
な

が
ら
、
税
理
士
法
の
改
正
を

視
野
に
入
れ
て
、
そ
の
見
直

し
に
向
け
て
引
き
続
き
検
討

を
進
め
る
。
」
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
税
理
士
法
改
正

は
、
政
権
与
党
で
あ
る
自
公

の
共
通
認
識
と
し
て
明
記
さ

れ
、公
表
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
意
義
は
大
き
い
。

　
し
か
し
、
改
正
の
前
提
と

し
て
、
「
関
係
者
等
の
意
見

を
考
慮
し
な
が
ら
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
税
連

は
、
税
理
士
法
改
正
に
つ
い

て
、広
く
理
解
を
得
る
べ
く
、

関
係
者
と
早
期
に
意
見
調
整

を
行
う
必
要
が
あ
り
、
同
時

に
、
個
々
の
関
係
国
会
議
員

に
も
理
解
と
賛
同
を
得
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
方
策
と
し

て
は
、
全
国
に
お
い
て
税
理

士
後
援
会
の
活
動
を
積
極
的

に
展
開
し
、
地
元
か
ら
理
解

と
賛
同
の
輪
を
広
げ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
な

問
題
と
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
お
け

る
「
資
格
の
相
互
承
認
」
が

あ
る
が
、
政
府
に
よ
る
検
討

推
移
を
見
守
り
、
必
要
に
応

じ
、
所
要
の
活
動
を
行
う
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
本
連
盟
は
、
今
後
も
東
京

税
理
士
会
、
日
税
連
、
日
税

政
と
連
携
し
つ
つ
、
積
極
的

な
活
動
を
展
開
す
る
。
会
員

に
お
か
れ
て
は
、
税
政
連
活

動
を
ご
自
身
の
問
題
と
自
覚

さ
れ
、
税
政
連
活
動
に
積
極

的
に
参
画
さ
れ
る
よ
う
願
い

た
い
。

　
７
月
�
日
に
開
催
さ
れ
た
幹

事
会
で
、
平
成
�
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
要
望
、
都
政
に
関

す
る
要
望
が
決
定
し
た
。
こ
の

要
望
書
を
基
軸
と
し
陳
情
活
動

を
開
始
し
た
。
（
陳
情
関
連
１

面
参
照
）

　
東
京
会
が
機
関
決
定
し
た

「
平
成
�
年
度
税
制
及
び
税
務

行
政
の
改
正
に
関
す
る
意
見

書
」
を
基
に
�
単
位
税
政
連
の

意
見
を
集
約
し
作
成
し
た
。

　
政
策
委
員
会
（
宮
本
雄
司
委

員
長
）
は
�
単
位
税
政
連
に
対

し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
の
中
で
、
特
に

回
答
・
意
見
が
多
か
っ
た
も
の

は
、
今
年
度
も
「
土
地
建
物
等

の
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
方

法
を
分
離
課
税
か
ら
総
合
課
税

に
変
更
し
損
益
通
算
及
び
繰
越

控
除
を
認
め
る
こ
と
。
ま
た
、

不
動
産
所
得
に
係
る
損
益
通
算

の
特
例
は
廃
止
す
る
こ
と
」
の

所
得
税
法
に
関
す
る
項
目
で
あ

っ
た
。

　
こ
れ
は
、
継
続
要
望
で
あ
り

例
年
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
上
位

を
占
め
る
。
何
と
し
て
も
、
�

年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
実
現

し
た
い
項
目
で
あ
る
。

　
本
連
盟
は
８
月
７
日
、
東
京

税
理
士
会
と
合
同
で
東
京
選
出

の
衆
参
国
会
議
員
に
対
し
税
理

士
法
改
正
に
関
す
る
第
一
波
陳

情
を
実
施
し
た
。こ
の
陳
情
は
、

日
本
税
理
士
会
連
合
会
と
日
本

税
理
士
政
治
連
盟
の
連
名
で

「
臨
時
国
会
開
会
の
間
に
陳
情

を
実
施
さ
れ
た
い
」
と
の
要
請

を
受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
各
議
員
に
は
、
別
紙
の
「
税

理
士
法
改
正
の
必
要
性
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
チ
ラ
シ
と
「
税

理
士
制
度
の
見
直
し
の
経
緯
と

改
正
要
望
の
趣
旨
」
（
Ａ
４
版

４
ペ
ー
ジ
）
を
手
渡
し
、
来
年

３
月
の
改
正
法
案
の
国
会
提
出

に
向
け
て
協
力
を
要
請
し
た
。

　
税
理
士
法
改
正
の
要
望
項
目

は
別
掲
の
と
お
り
。

　
と
こ
ろ
で
、
法
改
正
の
機
運

が
急
速
に
高
ま
っ
た
の
は
、
財

務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

「
規
制
に
か
か
わ
る
法
律
ご
と

に
設
定
す
る
見
直
し
年
度
等
一

覧
」
（
最
終
更
新
＝
平
成
�
年

３
月
�
日
）
に
お
い
て
「
次
回

の
見
直
し
年
度
」
を
平
成
�
年

度
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
平
成
�
年
３
月
に
は
政

府
提
出
法
案
と
し
て
国
会
に
提

出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
民
主
党
政
権
下
の
平
成
�
年

度
及
び
平
成
�
年
度
の
税
制
改

正
大
綱
（
と
も
に
閣
議
決
定
）

に
お
い
て
は
、
「検
討
事
項
」に

明
記
さ
れ
た
。
政
権
交
代
後
の

平
成
�
年
度
の
与
党
税
制
改
正

大
綱
に
は
「
検
討
事
項
」
と
し

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「税
理
士
制
度
に
つ
い
て
は
、

税
理
士
の
業
務
や
資
格
取
得
の

あ
り
方
な
ど
に
関
し
、
税
理
士

を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
的

確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
税

理
士
の
資
質
の
一
層
の
向
上
な

ど
国
民
・
納
税
者
の
税
理
士
に

対
す
る
信
頼
と
納
税
者
利
便
の

向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
関
係

者
等
の
意
見
も
考
慮
し
な
が

ら
、
税
理
士
法
の
改
正
を
視
野

に
入
れ
て
、
そ
の
見
直
し
に
向

け
て
引
き
続
き
検
討
を
進
め

る
。
」

◆
議
員
の
コ
メ
ン
ト
◆

　
平
沢
勝
栄
議
員
（
東
京
�
区

・
自
民
党
）
＝
今
日
（
８
月
７

日
）
こ
れ
か
ら
野
田
毅
・
党
税

調
会
長
に
会
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
チ
ラ
シ
を
届

け
る
。

　
石
原
伸
晃
議
員
（
東
京
８
区

・
自
民
党
）
＝
関
係
者
の
意
見

調
整
が
で
き
た
ら
法
案
作
成
・

国
会
審
議
の
レ
ー
ル
に
乗
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

税
理
士
法
改
正
の
要
望
項
目

Ⅰ
　
税
理
士
の
業
務
に
関
す
る

規
定

１
　
電
子
申
告
等
に
お
け
る
税

理
士
業
務
の
明
確
化

２
　
補
助
税
理
士
制
度
の
あ
り

方
３
　
事
務
所
設
置
の
適
正
化

４
　
報
酬
の
あ
る
公
職
に
就
い

た
場
合
の
税
理
士
業
務
の
停

止
規
定
の
見
直
し

Ⅱ
　
税
理
士
の
資
格
取
得
に
関

す
る
規
定

５
　
税
理
士
の
資
格

６
　
受
験
資
格
要
件
の
緩
和

Ⅲ
　
税
理
士
の
信
頼
性
の
確
保

に
関
す
る
規
定

７
　
研
修
受
講
の
義
務
化

８
　
経
済
的
弱
者
に
対
す
る
税

務
支
援
へ
の
従
事
義
務
化

９
　
税
理
士
証
票
の
定
期
的
交

換
�
　
税
理
士
が
行
う
租
税
教
育

へ
の
取
り
組
み
の
規
定
整
備

�
　
会
費
滞
納
者
に
対
す
る
処

分
の
強
化

�
　
通
知
弁
護
士
等
の
公
示
等

Ⅰ
　
個
別
税
法
改
正
項
目

１
　
土
地
建
物
等
の
譲
渡
所
得

に
対
す
る
課
税
方
法
を
分
離

課
税
か
ら
総
合
課
税
に
変
更

し
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除

を
認
め
る
こ
と
。
ま
た
、
不

動
産
所
得
に
係
る
損
益
通
算

の
特
例
は
廃
止
す
る
こ
と
。

２
　
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入

規
定
を
見
直
す
こ
と
。

３
　
消
費
税
関
係

　
⑴
税
率
引
き
上
げ
に
伴
い
、

消
費
税
額
の
適
正
な
課
税
の

実
現
を
図
る
た
め
諸
規
定
を

見
直
す
こ
と
。
と
く
に
予
測

性
が
求
め
ら
れ
る
規
定
（
選

択
届
出
制
）
に
つ
い
て
は
、

課
税
の
公
平
が
損
な
わ
れ
る

虞
が
あ
る
た
め
早
急
に
整
備

す
る
こ
と
。

　
①
基
準
期
間
又
は
特
定
期

間
の
課
税
売
上
高
に
よ
り
納

税
義
務
の
有
無
を
判
定
す
る

納
税
義
務
免
除
の
制
度
を
廃

止
し
、
新
た
に
小
規
模
事
業

者
に
配
慮
し
た
申
告
不
要
制

度
又
は
基
礎
税
額
控
除
制
度

を
創
設
す
る
こ
と
。

　
②
簡
易
課
税
適
用
事
業
者

が
高
額
な
設
備
投
資
等
を
し

た
場
合
は
、
期
首
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
原
則
計
算
へ
の
変
更

を
認
め
る
こ
と
。

⑵
消
費
税
額
の
適
正
な
価
格

転
嫁
を
担
保
す
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

⑶
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と

さ
れ
て
い
る
帳
簿
の
記
載

は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

請
求
書
等
を
保
存
し
て
い
る

場
合
は
簡
略
化
す
る
こ
と
。

⑷
中
間
申
告
に
よ
る
納
税
を

任
意
に
選
択
で
き
る
制
度
を

拡
充
す
る
こ
と
。

４
　
一
括
償
却
資
産
の
損
金
算

入
制
度
の
廃
止
、
少
額
減
価

償
却
資
産
の
取
得
価
額
及
び

繰
延
資
産
の
一
時
損
金
算
入

限
度
額
を
�
万
円
未
満
に
引

き
上
げ
る
こ
と
。

５
　
報
酬
に
係
る
復
興
特
別
所

得
税
の
源
泉
徴
収
制
度
の
簡

素
化
を
図
る
こ
と
。

【
相
続
税
関
係
】

６
　
金
銭
又
は
延
納
に
よ
る
納

付
困
難
要
件
の
判
定
か
ら
納

税
者
固
有
の
財
産
の
範
囲
を

除
外
す
る
こ
と
。

７
　
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相

続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予

制
度
に
つ
い
て
、
雇
用
維
持

要
件
に
関
す
る
事
項
の
見
直

し
を
図
る
こ
と
。

Ⅱ
　
納
税
環
境
整
備
に
関
す
る

　
　
項
目

１
　
税
制
の
企
画
立
案
手
続
の

公
正
性
・
透
明
性
を
確
保
す

る
こ
と
。

２
　
国
税
通
則
法
第
１
条
（
目

的
）
に
「
納
税
者
の
権
利
利

益
に
資
す
る
」
旨
の
文
言
を

追
加
し
、
納
税
者
権
利
憲
章

を
制
定
す
る
こ
と
。

３
　
社
会
保
障
と
税
制
の
一
体

改
革
に
つ
い
て
は
、
給
付
付

き
税
額
控
除
を
導
入
し
効
率

的
な
社
会
給
付
を
行
っ
て
い

く
こ
と
。
共
通
番
号
制
度
に

つ
い
て
は
第
三
者
機
関
（
特

定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
）

に
よ
り
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ

ェ
ッ
ク
を
厳
格
に
行
い
、
国

民
に
定
着
し
信
頼
を
得
る
ま

で
は
利
用
範
囲
の
拡
大
を
図

ら
な
い
こ
と
。

４
　
国
税
不
服
審
判
所
を
、
よ

り
公
正
な
審
議
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
機
関
と
す
る
こ

と
。

Ⅲ
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

　
　
会
計
制
度
改
革

東 京 税 政 連 （２）第１９２号２０１３年（平成２５年）９月１日（日曜日） 　 　


